
令和6年度介護報酬改定予定 介護老人保健施設①

改定事項

○ 介護老人保健施設 基本報酬
① ○１(３)⑱所定疾患施設療養費の見直し
② ○１(３)⑲協力医療機関との連携体制の構築
③ ○１(３)⑳協力医療機関との定期的な会議の実施
④ ○１(３)㉑入院時等の医療機関への情報提供
⑤ ○１(３)㉓介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進
⑥ ○１(４)⑦介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
⑦ ○１(５)①高齢者施設等における感染症対応力の向上
⑧ ○１(５)②施設内療養を行う高齢者施設等への対応
⑨ ○１(５)③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
⑩ ○１(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
⑪ ○１(６)①高齢者虐待防止の推進
⑫ ○１(７)⑤認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行

動・心理症状の予防、早期対応の推進
⑬ ○１(７)⑥介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見

直し



改定事項

⑭ ○２(１)②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的
取組の推進

⑮ ○２(１)③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画
書の見直し

⑯ ○２(１)⑬介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
⑰ ○２(１)⑱介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化
⑱ ○２(１)㉑退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
⑲ ○２(１)㉒再入所時栄養連携加算の対象の見直し
⑳ ○２(２)③ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
㉑ ○２(２)④介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進
㉒ ○２(２)⑤かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
㉓ ○２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し
㉔ ○２(３)②自立支援促進加算の見直し
㉕ ○２(３)④アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
㉖ ○２(３)⑤アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

令和6年度介護報酬改定予定 介護老人保健施設②



㉗ ○３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベース
アップ等支援加算の一本化

㉘ ○３(２)①テレワークの取扱い
㉙ ○３(２)②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け
㉚ ○３(２)③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
㉛ ○３(２)⑤介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間にお

ける人員配置基準の緩和
㉜ ○３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
㉝ ○３(３)⑩ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
㉞ ○４(２)④認知症情報提供加算の廃止
㉟ ○４(２)⑤地域連携診療計画情報提供加算の廃止

改定事項

令和6年度介護報酬改定予定 介護老人保健施設③



介護老人保健施設 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１日あたり

＜現行＞ ＜改定後＞

788単位
836単位
898単位
949単位
1,003単位

793単位
843単位
908単位
961単位
1,012単位

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)(多床室)(基本型)
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)(多床室)(在宅強化型)
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

836単位
910単位
974単位

1,030単位
1,085単位

871単位
947単位
1,014単位
1,072単位
1,125単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)(基本型)
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

796単位
841単位
903単位
956単位
1,009単位

802単位
848単位
913単位
968単位
1,018単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(ユニット型個室)(在宅強化型)
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

841単位
915単位
978単位
1,035単位
1,090単位

876単位
952単位
1,018単位
1,077単位
1,130単位

185
























































































